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• 本日はまず、2024年9月10日に開催された第83回広域系統整備委員会において2029年度の系統混雑に関する中長期見
通しが報告されたことを踏まえ、ノンファーム電源の取扱いについて御議論をいただきたい。

• 次に、追加オークションの実施判断までに行われた市場退出ペナルティに関する減免条件の在り方について、前回の本
作業部会における御議論を踏まえて整理を行ったので御確認をいただきたい。
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本日の御議論



ノンファーム電源の取扱い

追加オークションの実施判断までに行われた市場退出ペナル

ティの取扱い
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• 容量市場におけるノンファーム電源の参加可否については、これまで、広域系統整備委員会における中長期の混雑想定
に基づいて決定してきている。

• 2028年度実需給向けオークションまでは、昼間ピーク需要及び点灯ピーク需要の混雑想定結果を確認しながら、ノン
ファーム電源の容量市場への参加を妨げるものではないと整理してきた。

3

ノンファーム電源のこれまでの取扱い

第85回 制度検討作業部会
資料4 (2023年10月13日)

第72回 制度検討作業部会
資料5 (2022年11月30日)
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【参考】ノンファーム型接続の適用について
系統の接続および利用ルールについて

～ノンファーム型接続～
(2024年7月1日 更新)



• 2024年9月10日に開催された広域系統整備委員会では、2029年度断面の混雑想定結果が公表された。

• 2028年度までの混雑想定結果に比べると(*1,*2)、昼間ピーク需要断面の合計では大きな混雑量が見込まれ、点灯ピーク
需要断面の合計では小さな混雑量が見込まれている。

5

2029年度断面における混雑想定結果

*1：2024年9月10日に開催された広域系統整備委員会の資料における出力制御電力という表現を2028年度想定までの想定結果における混雑量と同義のものと扱って比較対象と
している。

*2：2024年4月10日に開催された広域系統整備委員会では2029年度以降の混雑想定方法が見直され、8,760時間断面での評価が考慮されることとなった。一方、2028年度まで
の混雑想定との比較を行ううえでは、これまで同様に昼間ピーク需要と点灯ピーク需要の各断面での出力制御電力が提示されている。

対象年度 公表時期
(広域系統整備委員会)

昼間ピーク需要断面 点灯ピーク需要断面

合計 基幹 ローカル 合計 基幹 ローカル

2029年度 2024/9/10 56.9 56.6 0.3 20.4 0.0 20.4

2028年度 2023/9/22 21.6 6.9 14.7 22.6 3.2 19.4

2027年度 2022/9/21 2.2 0.0 2.2 43.8 42.9 0.9

＜最近の混雑想定結果（対象2027年度～）＞

（単位：万kW）

最新 以前より大きい 以前より小さい
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【参考】2029年度における全国の混雑想定結果
第83回 広域系統整備委員会
資料3 (2024年9月10日)
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【参考】2028年度における全国の混雑想定結果
第70回 広域系統整備委員会
資料3 (2023年9月22日)
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【参考】2027年度における全国の混雑想定結果
第63回 広域系統整備委員会
資料2 (2022年9月21日)



• 系統混雑への対策としては、混雑状況を考慮した供給信頼度評価の導入や継続的な系統増強の取り組み、既存の措置を
含む制度設計全体の中での立地誘導インセンティブの検討が挙げられる。

✓ 現状の供給信頼度評価では混雑状況を考慮できていないが、中長期的には混雑影響も考慮した供給信頼度評価を
行うことも考えられる。そうすれば、例えば容量市場で確保済みの供給力のような特定の供給力のラインナップ
を前提に供給信頼度基準を満たすために必要な、特定地点での追加調達必要量を把握できる可能性がある。

✓ また、追加調達時に適切な場所で供給力が調達できるとは限らないことも踏まえると、費用便益が見込まれる場
合における継続的な系統増強の取り組みは重要と考えられる。

✓ これまでの制度設計のなかでも、発電側課金等の仕組みのように混雑解消に資する立地誘導インセンティブが働
いているケースもある。立地誘導インセンティブの手段については、全体的な制度設計の中で引き続き検討を進
めていくことも想定される。

• 2029年度を対象とした混雑想定結果は2028年度よりも増加している断面もあるものの、これらの系統混雑への対策が
将来的に進む可能性を踏まえ、2029年度実需給向けメインオークションにおいても、引き続きノンファーム型接続が
適用される電源について現行の条件による参加を制限するものではないと整理することとしてはどうか。

• また、系統混雑への対策を進める方向性は今後も変わらないことが想定されるため、基本的な方向性としては2029年度
に限らず今後の容量オークションについても現行の条件による参加を制限しないこととしてはどうか。ただし、系統混
雑想定はこれまで通り継続的に確認し、全体的な制度設計の中で必要に応じて対策を検討することとしてはどうか。
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系統混雑への対策見通しとノンファーム電源の取扱い
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【参考】供給信頼度評価における地内系統混雑反映の必要性や現状の取組

第102回 調整力及び需給バランス評価等に関する
委員会 資料3 (2024年10月23日)
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【参考】広域連系系統(*)のあるべき姿の実現に向けた検討概要

広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）
(2023年3月)

*広域連系系統とは、次のアからエに掲げるものをいう。（広域系統長期方針[広域連系系統のマスタープラン]から抜粋）
ア 連系線
イ 地内基幹送電線
ウ 一般送配電事業者たる会員の供給区域内の最上位電圧から２階級（一般送配電事業者たる会員の供給区域内の最上位電圧が２５０キロボルト未満のときは最上位電圧）の母線
エ 一般送配電事業者たる会員の供給区域内の最上位電圧から２階級を連系する変圧器（一般送配電事業者たる会員の供給区域内の最上位電圧が２５０キロボルト未満のときは対象外。）
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【参考】立地誘導インセンティブの例 発電側課金

第83回 広域系統整備委員会
資料3 (2024年9月10日)
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【参考】立地誘導インセンティブの例 FIP電源と出力制御

第83回 広域系統整備委員会
資料3 (2024年9月10日)
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【参考】立地誘導インセンティブの例 ローカル系統連系と出力制御
第83回 広域系統整備委員会
資料3 (2024年9月10日)
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【参考】立地誘導インセンティブの例 需給調整市場の約定ΔkW費用

第83回 広域系統整備委員会
資料3 (2024年9月10日)



ノンファーム電源の取扱い

追加オークションの実施判断までに行われた市場退出ペナル

ティの取扱い
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• 前回の制度検討作業部会において、調達オークション(*1)開催後に供給信頼度基準を満たしていないエリアでは市場退出
ペナルティの減免を行わない措置（以降、「本措置」という。）を行う方向性を提示し、既に容量確保契約を締結した
事業者への配慮が必要という御意見をいただくと同時に、一定の御賛同もいただいた。具体的な適用時期については引
き続き検討することとしていた。

• 現在のペナルテイ減免の取扱いでは、約定処理の結果として供給信頼度基準未達であっても、事業者によっては市場退
出により供給信頼度の低下に影響を与えつつ、応札価格を低くしてペナルティの減免を誘発するインセンティブが働く
場合も考えられる。安易な市場退出を助長し、供給力確保の働きを阻害する可能性がある。

• また、現在のペナルティ減免の取扱いは、あくまでも偶発的に起こる供給力の充足や約定価格の低さがきっかけとなる
もので、事業者が得る利益について予見性を持つことは想定されていない。

• 容量確保契約約款には制度趣旨の明確化等の理由により変更されることがある旨が規定されている。これらを踏まえ、
できるだけ早く本措置を適用することが適切ではないか。

• 一方、既にオークションが開催された年度のうち、実需給2025年度までは調達オークションの不開催や約定価格の低
さにより、市場退出ペナルティの減免金額まで確定している。また、実需給2026年度以降で既に市場退出が行われた供
給力は、本措置の後に市場退出を撤回するといった意思決定の変更ができない。これらのケースについては、本措置を
適用した場合における容量提供事業者の不利益であり、配慮することが望ましいのではないか。

• 本措置を速やかに行う観点、及び事業者の不利益を抑止する観点の双方を踏まえ、本措置の適用は実需給2026年度以
降を対象としつつ、今後最も早い時期に行う容量確保契約約款の改訂(*2)までに市場退出を行った供給力については本措
置を適用しないこととしてはどうか。

17

供給信頼度未達時に市場退出ペナルティ減免を行わない措置の適用時期・方法

*1：追加オークションは供給力を調達する「調達オークション」と供給力をリリースする「リリースオークション」に大別される。
*2：容量確保契約約款の改訂は、電力広域的運営推進機関による意見募集を経て行われる。
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【参考】市場退出ペナルティの取扱いに関する前回の御議論
第96回 制度検討作業部会
資料6 (2024年9月27日)
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【参考】容量確保契約約款における市場退出ペナルティの取扱い検討箇所（前回資料から再掲）

容量確保契約約款(2024年7月)

追加オークション開催後に供給信頼
度基準を満たさないエリアにおいては、
不適用とする方向性で検討。
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